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報告第３号 

専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議 

会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同

条第２項の規定により報告する。 

  令和４年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第２号 

専 決 処 分 書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会の議決により指定された自動車事故に伴う損害賠償について、次のとおり専

決処分する。 

   損害賠償の額を定めることについて 

 庁用自動車（大宮４００の７９０５）事故に係る損害賠償の額を次のとおり

定めるものとする。 

１ 損害賠償の額      ３５,７５０円 

２ 損害賠償の相手方 

   住 所    （略） 

   氏 名    （略） 

３ 概要  

  令和４年１月２７日（木）午前１０時４５分頃、さいたま市南区内谷一丁

目８－７若宮第１駐車場前の路上にて、庁用自動車が対向車とのすれ違いの

際に、車体左側のサイドミラーを駐車場に設置されていたカーブミラーに接

触させ、破損させたものである。 

  令和４年３月３１日 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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報告第４号 

専決処分の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同

条第２項の規定により報告する。 

令和４年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第５号 

専 決 処 分 書 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会の議決により指定された損害賠償について、次のとおり専決処分する。 

   損害賠償の額を定めることについて 

 市民ボート教室における戸田ボートコース利用者との接触事故に係る損害賠

償の額を次のとおり定めるものとする。 

１ 損害賠償の額      ６６,０００円 

２ 損害賠償の相手方 

   住 所    （略） 

   氏 名    （略） 

３ 概要 

 令和３年９月２６日（日）午後５時３０分頃、市主催事業「市民ボート教

室」の参加者が乗艇した艇と、戸田ボートコース利用者の艇が接触したこと

により、利用者の艇の部品（リガー）が損傷したものである。 

  令和４年４月１５日 

                      戸田市長 菅 原 文 仁 
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報告第５号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同

条第２項の規定により報告する。 

  令和４年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第１号 

専 決 処 分 書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会の議決により指定された損害賠償について、次のとおり専決処分する。 

損害賠償の額を定めることについて 

 新曽さくら川における樹木落枝事故に係る損害賠償の額を次のとおり定める

ものとする。 

１ 損害賠償の額      ４２,３４０円 

２ 損害賠償の相手方 

   住 所    （略） 

   氏 名    （略） 

３ 概要 

令和３年５月１８日（火）午後１時１５分頃、新曽さくら川の戸田市新曽

南３丁目２番６号地先で、現場を歩行していたところ、頭上から落下した樹

木の枝が頭頂部に直撃し、負傷したものである。 

  令和４年３月２９日 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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報告第６号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 戸田市税条例等の一部を改正する条例（令和４年条例第１３号）について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求

める。 

  令和４年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  

 

7



 

専決第３号 

専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、専決処分する。 

   戸田市税条例等の一部を改正する条例（別紙） 

  令和４年３月３１日 

戸田市長 菅 原 文 仁  

 

8



 

戸田市税条例等の一部を改正する条例 

（戸田市税条例の一部改正） 

第１条 戸田市税条例（昭和３５年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第５７条の２第１項中「固定資産課税台帳」の次に「（同条第１項ただし書

の規定による措置を講じたものを含む。）」を加える。 

第５７条の３第１項中「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規定によ

る措置を講じたものを含む。）」を加える。 

附則第８条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改め、同条第３項

中「附則第１５条第１６項」を「附則第１５条第１５項」に改め、同条第４

項中「附則第１５条第２３項」を「附則第１５条第２２項」に改め、同条第

５項中「附則第１５条第２４項第１号」を「附則第１５条第２３項第１号」

に改め、同条第６項中「附則第１５条第２４項第２号」を「附則第１５条第

２３項第２号」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２４項第３号」を「附

則第１５条第２３項第３号」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２５項

第１号」を「附則第１５条第２４項第１号」に改め、同条第９項中「附則第

１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に改め、同条第

１０項中「附則第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５条第２６項第１

号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２７項第１号ロ」を「附則

第１５条第２６項第１号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２７

項第１号ハ」を「附則第１５条第２６項第１号ハ」に改め、同条第１３項中

「附則第１５条第２７項第１号ニ」を「附則第１５条第２６項第１号ニ」に

改め、同条第１４項中「附則第１５条第２７項第２号イ」を「附則第１５条

第２６項第２号イ」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第２７項第２号

ロ」を「附則第１５条第２６項第２号ロ」に改め、同条第１６項中「附則第

１５条第２７項第２号ハ」を「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同

条第１７項中「附則第１５条第２７項第３号イ」を「附則第１５条第２６項

第３号イ」に改め、同条第１８項中「附則第１５条第２７項第３号ロ」を「附

則第１５条第２６項第３号ロ」に改め、同条第１９項中「附則第１５条第 

２７項第３号ハ」を「附則第１５条第２６項第３号ハ」に改め、同条第２０

項中「附則第１５条第３０項」を「附則第１５条第２９項」に改め、同条第

２１項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に改め、同

条第２２項中「附則第１５条第３５項」を「附則第１５条第３４項」に改め、
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同条第２３項中「附則第１５条第４６項」を「附則第１５条第４３項」に改

め、同条中第２５項を第２６項とし、第２４項を第２５項とし、同条第２３

項の次に次の１項を加える。 

２４ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は、４

分の３とする。 

附則第８条の３第９項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住

宅」に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱

損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第１１項中「特

定熱損失防止改修住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定

熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、

「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。 

附則第１０条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年

度分の固定資産税にあっては、１００分の２.５）」を加える。 

附則第１７条中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の

都市計画税にあっては、１００分の２.５）」を加える。 

附則第２７条中「第１８条、第２０条」を「第１７条、第１８条、第２０

条」に、「附則第２２条の「前年度分の」を「同条の「前年度分の」に改める。 

附則第２８条中「第１５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、第 

２６項、第２９項、第３３項から第３５項まで、第３７項から第３９項まで、

第４２項若しくは第４３項」を「第１４項から第１８項まで、第２０項、第

２１項、第２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第 

４０項若しくは第４４項」に改める。 

（戸田市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 戸田市税条例の一部を改正する条例（令和２年条例第１６号）の一部

を次のように改正する。 

第２条のうち、戸田市税条例第３４条第１０項の改正規定中「第３２１条

の８第６０項」を「第３２１条の８第６２項」に、「同条第６０項」を「同

条第６２項」に改め、同条第１６項の改正規定中「第３２１条の８第６９項」

を「第３２１条の８第７１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定

10



 

は、公布の日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の戸田市税

条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和４

年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法

等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前

の地方税法附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定

資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部

分は、令和４年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和３年度分

までの都市計画税については、なお従前の例による。 
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報告第７号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和４年条例第１４号）

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

  令和４年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第４号 

専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、専決処分する。 

   戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（別紙） 

  令和４年３月３１日 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

戸田市国民健康保険税条例（昭和３８年条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第２項ただし書中「６３万円」を「６５万円」に改め、同条第３項た

だし書中「１９万円」を「２０万円」に改める。 

第２１条中「６３万円」を「６５万円」に、「１９万円」を「２０万円」に改

める。 

附則第２項中「同条中」を「同項中」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の戸田市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例による。 
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報告第８号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 令和４年度戸田市一般会計補正予算（第２号）について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  令和４年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第６号 

専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、専決処分する。 

令和４年度戸田市一般会計補正予算（第２号） 

  令和４年５月１３日 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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   令和４年度戸田市一般会計補正予算（第２号） 

 令和４年度戸田市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７０,８８３千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７,７６３,３８７千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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地
方

債
そ
の
他

（
単
位
：
円
）

報
告
第
９
号

令
和
３
年
度
戸
田
市
新
曽
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
継
続
費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
３
年
度
戸
田
市
新
曽
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
継
続
費
繰
越
計
算
書

事
　
業
　
名

継
続
費
の
総
額

令
和
３
年
度
継
続
費
予
算
現
額

款
項

支
出
済
額

及
び
支
出

見
込

額
残
　
　
額

翌
　
年
　
度

逓
次
繰
越
額

左
の

財
源

内
訳

予
算
計
上
額

前
年

度
逓
次
繰
越
額

計
繰

越
金

特
定

財
源

国
県
支
出
金

２
事
業
費

１
事
業
費

1
,
1
1
4
,
8
2
0
,
0
0
0

9
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
2
,
0
0
0
,
0
0
0
1
,
0
0
2
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
2
,
0
0
0
,
0
0
0

　
　
令
和
４
年
５
月
３
０
日
提
出

３
号
調
整
池

築
造
工
事

戸
田
市
長
　
菅
　
原
　
文
　
仁
　

9
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

9
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0
3
0
0
,
2
5
9
,
0
0
0
1
2
3
,
3
4
1
,
0
0
0
4
7
6
,
4
0
0
,
0
0
0

0
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支
払

義
務

発
 
生

 
額

予
算

計
上

額
前

年
度

逓
次

繰
越

額
計

9
4
3
,
5
0
0
,
0
0
0

0
9
4
3
,
5
0
0
,
0
0
0

0

翌
年

度
逓

次
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

 
 
度

 
 
額

残
額

翌
年

度
逓

次
繰

越
額

企
業

債
国

庫
補

助
金

自
己

資
金

翌
年

度
逓

次
繰

越
額

に
係

る
財

源
内

訳

報
告

第
１

０
号

令
和

３
年

度
戸

田
市

下
水

道
事

業
会

計
継

続
費

繰
越

計
算

書
の

報
告

に
つ

い
て

　
地

方
公

営
企

業
法

施
行

令
（

昭
和

２
７

年
政

令
第

４
０

３
号

）
第

１
８

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

報
告

す
る

。

令
和

３
年

度
戸

田
市

下
水

道
事

業
会

計
継

続
費

繰
越

計
算

書

（
単

位
：

円
）

款
項

事
　

業
　

名
継

続
費

の
総

額

令
和

３
年

度
継

続
費

予
算

現
額

資
本

的
支

出
１

建
　

設
改

良
費

　
　

令
和

４
年

５
月

３
０

日
提

出

戸
田

市
長

　
菅

　
原

　
文

　
仁

　

１
戸

田
市

雨
水

貯
留

管
築

造
工

事
委

託
0

9
4
3
,
5
0
0
,
0
0
0

9
4
3
,
5
0
0
,
0
0
0

4
7
1
,
8
0
0
,
0
0
0

4
7
1
,
7
0
0
,
0
0
0

0
7
,
2
9
5
,
0
0
0
,
0
0
0

26



国
県
支
出
金

地
方

債
そ

の
他

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
所
有
者
の
転
出
・
転
入
手
続
き
の

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
対
応
事
業

１
社
会
福
祉
費

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金
事
業

２
児
童
福
祉
費

子
育
て
世
帯
等
臨
時
特
別
支
援
事
業

４
衛
生
費

１
保
健
衛
生
費

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業

１
土
木
管
理
費

道
路
施
設
整
備
事
業

橋
梁
整
備
事
業

道
路
整
備
事
業

３
河

川
費

さ
く
ら
川
整
備
事
業

４
都
市
計
画
費

都
市
計
画
道
路
前
谷
馬
場
線
整
備
事
業

6
5
,
1
9
8
,
0
0
0

6
5
,
1
9
8
,
0
0
0

0
2
2
,
0
0
0
,
0
0
0

3
8
,
8
0
0
,
0
0
0

0

1
4
8
,
4
2
1
,
0
0
0

0
0

0

0

　
　
令
和
４
年
５
月
３
０
日
提
出

戸
田
市
長
　
菅
　
原
　
文
　
仁
　

２
道

路
橋
り
ょ
う
費

0
0

3
5
,
4
8
1
,
0
0
0

1
1
4
,
2
9
4
,
0
0
0

8
8
,
7
8
4
,
0
0
0

0
2
4
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

6
4
,
7
8
4
,
0
0
0

4
7
,
5
8
1
,
0
0
0

4
7
,
5
8
1
,
0
0
0

８
土
木
費

1
2
,
1
0
0
,
0
0
0 0

0
4
1
,
6
7
2
,
0
7
2

4
9
,
5
2
3
,
0
0
0

0
0

0

0
0

0
1
3
,
5
0
0
,
0
0
0

4
2
,
0
3
4
,
9
2
8

0
6
,
6
9
2
,
0
0
0

0
0

報
告
第
１
１
号

令
和
３
年
度
戸
田
市
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
３
年
度
戸
田
市
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

（
単
位
：
円
）

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特
定
財
源

未
収
入
特
定
財
源

一
般
財
源

款
項

事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

２
１
総
務
管
理
費

6
,
9
3
0
,
0
0
0

総
務
費

6
,
6
9
2
,
4
0
0

4
0
0

8
3
,
7
0
7
,
0
0
0

8
3
,
7
0
7
,
0
0
0

00

３
民
生
費

1
,
9
8
0
,
1
5
9
,
0
0
0
2
2
4
,
1
4
1
,
0
0
0

0

4
2
0
,
0
9
5
,
0
0
0
1
4
8
,
4
2
1
,
0
0
0

0

1
0
5
,
9
6
5
,
0
0
0

4
9
,
5
2
3
,
0
0
0

0

1
3
,
5
0
0
,
0
0
0

1
3
,
5
0
0
,
0
0
0

0
4
,
3
9
8
,
0
0
0

2
2
4
,
1
4
1
,
0
0
0

0

0
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国
県
支
出
金

地
方

債
そ

の
他

建
築
物
等
補
償
事
業
費

宅
地
整
備
事
業

　
　
令
和
４
年
５
月
３
０
日
提
出

戸
田
市
長
　
菅
　
原
　
文
　
仁
　

１
事

業
費

0
0

3
9
,
7
1
4
,
7
6
3

8
7
3
,
8
8
6
,
0
0
0
8
7
3
,
8
8
6
,
0
0
0

0
0
6
5
3
,
3
0
0
,
0
0
0

0
2
2
0
,
5
8
6
,
0
0
0

２
事
業
費

4
4
,
7
1
5
,
0
0
0

3
9
,
7
1
4
,
7
6
3

0
0

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特
定
財
源

未
収
入
特
定
財
源

一
般
財
源

報
告
第
１
２
号

令
和
３
年
度
戸
田
市
新
曽
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
３
年
度
戸
田
市
新
曽
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

（
単
位
：
円
）

款
項

事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額
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国
県
支
出
金

地
方

債
そ

の
他

２
事
業
費

１
事

業
費

建
築
物
等
補
償
事
業
費

報
告
第
１
３
号

令
和
３
年
度
戸
田
市
新
曽
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
３
年
度
戸
田
市
新
曽
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

（
単
位
：
円
）

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特
定
財
源

未
収
入
特
定
財
源

一
般
財
源

6
7
,
8
2
4
,
0
0
0

2
7
,
8
2
4
,
0
0
0

款
項

事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

　
　
令
和
４
年
５
月
３
０
日
提
出

戸
田
市
長
　
菅
　
原
　
文
　
仁
　

0
0

0
0

2
7
,
8
2
4
,
0
0
0
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（
単

位
：

円
）

企
業

債
自

己
資

金

令
和

３
年

度
公

共
下

水
道

汚
水

築
造

（
そ

の
５

）
工

事
に

伴
う

配
水

管
布

設
替

え
工

事

令
和

３
年

度
廃

道
に

伴
う

配
水

管
布

設
替

え
工

事

令
和

３
年

度
下

水
工

事
設

計
に

伴
う

地
下

埋
設

物
調

査
業

務
委

託

資
材

に
規

格
不

適
合

の
も

の
が

あ
り

、
適

合
す

る
資

材
の

調
達

に
時

間
を

要
し

た
た

め
。

当
該

工
事

の
基

と
な

る
工

事
の

工
程

に
変

更
が

生
じ

た
た

め
。

取
水

不
良

現
象

が
発

生
し

た
こ

と
に

よ
り

、
仮

配
水

管
の

設
置

工
事

を
追

加
す

る
必

要
が

生
じ

た
た

め
。

濁
り

水
抑

制
の

た
め

、
仮

配
管

の
設

置
・

撤
去

工
事

を
追

加
し

た
た

め
。

濁
り

水
抑

制
の

た
め

、
仮

配
管

の
設

置
・

撤
去

工
事

を
追

加
し

た
た

め
。

濁
り

水
抑

制
の

た
め

、
仮

配
管

の
設

置
・

撤
去

工
事

を
追

加
し

た
た

め
。

濁
り

水
抑

制
の

た
め

、
仮

配
管

の
設

置
・

撤
去

工
事

を
追

加
し

た
た

め
。

当
該

工
事

の
基

と
な

る
工

事
の

工
程

に
変

更
が

生
じ

た
た

め
。

当
該

工
事

の
基

と
な

る
工

事
の

工
程

に
変

更
が

生
じ

た
た

め
。

0
0

1
3
,
5
0
0
,
0
0
0

0
1
3
,
5
0
0
,
0
0
0

0
1
3
,
5
0
0
,
0
0
0

吐
出

弁
と

逆
止

弁
の

工
場

製
作

に
時

間
を

要
し

た
た

め
。

１
資

本
的

支
出

１

4
0
,
0
0
0

0
0

1
5
8
,
8
4
0
,
0
0
0

0
1
5
8
,
8
4
0
,
0
0
0

1
5
8
,
8
0
0
,
0
0
0

0
４

号
取

水
井

更
新

工
事

0
0

0
1
7
,
6
9
9
,
0
0
0

0

5
0
,
0
0
0

0
0

当
該

工
事

の
基

と
な

る
工

事
の

工
程

に
変

更
が

生
じ

た
た

め
。

県
道

の
試

掘
抑

制
の

影
響

に
よ

り
、

工
期

が
延

長
と

な
っ

た
た

め
。

令
和

３
年

度
東

部
浄

水
場

１
号

配
水

ポ
ン

プ
吐

出
弁

及
び

逆
止

弁
更

新
工

事

0

0
0

1
7
,
8
9
7
,
0
0
0

0
1
7
,
8
9
7
,
0
0
0

1
7
,
8
0
0
,
0
0
0

0

3
0
,
0
0
0

0
0

7
2
,
9
0
0
,
0
0
0

0
7
2
,
9
3
0
,
0
0
0

0
7
2
,
9
3
0
,
0
0
0

3
8
,
3
2
4
,
0
0
0

0
3
8
,
3
2
4
,
0
0
0

3
8
,
3
0
0
,
0
0
0

0

9
7
,
0
0
0

　
　

令
和

４
年

５
月

３
０

日
提

出

戸
田

市
長

　
菅

　
原

　
文

　
仁

　

0
0

3
5
,
4
3
1
,
0
0
0

0
3
5
,
4
3
1
,
0
0
0

3
5
,
4
0
0
,
0
0
0

0
令

和
３

年
度

配
水

管
更

新
N
o
.
８

工
事

建
設

改
良

費

令
和

３
年

度
配

水
管

更
新

N
o
.
５

工
事

令
和

３
年

度
配

水
管

更
新

N
o
.
６

工
事

0
2
,
4
8
6
,
0
0
0

0
2
,
4
8
6
,
0
0
0

令
和

３
年

度
配

水
管

更
新

N
o
.
７

工
事

3
1
,
0
0
0

令
和

３
年

度
消

火
栓

整
備

N
o
.
５

工
事

0

1
4
,
8
5
0
,
0
0
0

1
4
,
8
0
0
,
0
0
0

0

0
1
,
0
6
7
,
0
0
0

0
1
,
0
6
7
,
0
0
0

2
,
4
8
6
,
0
0
0

0
0

1
,
0
8
9
,
0
0
0

0
1
,
0
8
9
,
0
0
0

0
1
,
0
8
9
,
0
0
0 0

2
,
5
6
9
,
0
0
0

予
算

計
上

額
支

払
義

務
発

生
額

翌
年

度
繰

越
額

左
　

の
　

財
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議案第４２号 

   戸田市税条例等の一部を改正する条例 

（戸田市税条例の一部改正） 

第１条 戸田市税条例（昭和３５年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第８条第１項中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明書

に住所に代わるものとして施行規則で定める事項の記載をしたものの交付を

含む。）」を加える。 

  第１９条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２２条の３第１項に規定する確

定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定

める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額について

は、適用しない。 

  第１９条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２２条の３第１項に規定する確

定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他

施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額については、適用しない。 

第２０条の８第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金

額申告書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分の

個人の県民税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個

人の県民税」に改める。 

第２２条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規

定する源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額

が９００万円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の

２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円

以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」に改め、同条

第２項中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改める。 

第２２条の３第２項中「附記された事項」を「付記された事項」に改め、

同条第３項中「附記し」を「付記し」に改める。 

第２２条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」

に改め、同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の

次に次の１号を加える。 
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(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１,０００万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定す

る青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受ける

もの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計

所得金額が１３３万円以下であるものに限る。次条において同じ。）の氏

名 

第２２条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」

に改め、同条第１項中「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者

（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にす

る配偶者（退職手当等（第３７条の２に規定する退職手当等に限る。以下こ

の項において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が９５万

円以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は」を、「控除

対象扶養親族」の次に「であって退職手当等に係る所得を有しない者」を加

え、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１

号を加える。 

(2) 特定配偶者の氏名 

第３７条の７中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に

改める。 

第５７条の２第２項中「閲覧の手数料」を「閲覧（法第３８２条の４に規

定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含

む。）の手数料」に改める。 

第５７条の３第１項中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該

証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）」を加える。 

附則第５条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令

和３年」を「令和７年」に改める。 

附則第１４条の３第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上

場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」とい

う。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分

の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１

項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。 

附則第１５条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は
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第３７条の８」に改める。 

附則第１６条の３の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に

係る第２２条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を

受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

  附則第１６条の３の３第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に

係る第２２条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を

受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

附則第１６条の３の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」

を「年分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申

告書にこの項」に改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないこと

についてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）」を削る。 

附則第４１条を削る。 

（戸田市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 戸田市税条例の一部を改正する条例（令和３年条例第１８号）の一部

を次のように改正する。 

第２２条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年

齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」を

加え、「有しない者を除く」を「有する者」に改める。 

附則第２条中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第１２条第２項

及び第２２条の３の３第１項並びに附則第３条の３第１項の規定」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中第１９条第４項及び第６項、第２０条の８第１項及び第２項、

第２２条の２第１項ただし書及び第２項、第２２条の３第２項及び第３項

の改正規定並びに第３７条の７の改正規定並びに附則第１４条の３第２項、

第１６条の３の２第４項並びに第１６条の３の３第４項及び第６項の改正

規定並びに第２条中附則第２条の改正規定並びに附則第３条第３項の規定 

  令和６年１月１日 
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(2) 第１条中第８条第１項の改正規定、第５７条の２第２項の改正規定及び

同条例第５７条の３第１項の改正規定並びに次条並びに附則第４条第１項

及び第２項の規定 民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）

附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日 

 （納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の戸田市税条例第８条第１項

（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。）

の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の

規定による証明書の交付について適用する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の戸田市税条例（次項において「新条例」

という。）第２２条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下この

項及び次項において「施行日」という。）以後に支払を受けるべき第２２条の

３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定す

る申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による

改正前の戸田市税条例（次項において「旧条例」という。）第２２条の３の２

第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告

書については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２２条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的

年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項

において「公的年金等」という。）について提出する新条例第２２条の３の３

第１項に規定する申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき公的

年金等について提出した旧条例第２２条の３の３第１項に規定する申告書に

ついては、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の戸田市税条例の規定中個人

の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第４条 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の戸田市税条例第５７条

の２第２項（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に

掲げる規定の施行の日以後にされる同法第３８２条の２の規定による固定資
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産課税台帳（同条第１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の

閲覧について適用する。 

２ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の戸田市税条例第５７条の３

第１項（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げ

る規定の施行の日以後にされる同法第３８２条の３の規定による証明書（同

条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の交付について適用する。 

  令和４年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４３号 

戸田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

戸田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第１１号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第４８号」の次に「。以下「法」という。」を、「第２項」の次に

「、第４条、第５条、第６条第２項」を、「第７条第１項」の次に「及び第２項

並びに地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項」を加える。 

 第２条の見出しを「（職員の任期を定めた採用）」に改め、同条に次の１項を

加える。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該

専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号

に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間

を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であると

きは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

 (1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、

当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認め

られる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合 

 (2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることそ

の他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされ

る業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することがで

きる期間が一定の期間に限られる場合 

 (3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させ

る必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させ

ることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難で

ある場合 

 (4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的

な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有す

る当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間

に限られる場合 

 第７条を第１１条とする。 

第６条第１項中「第１９号」の次に「。以下「企業給与条例」という。」を加

え、同条第２項を次のように改める。 
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２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１項、第９条の２第１項及び第

１７条の２第２項の規定の適用については、給与条例第２条第１項中「及び

勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、給与

条例第９条の２第１項中「第３条」とあるのは「第３条及び戸田市一般職の

任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第１１号）第８条」と、

給与条例第１７条の２第２項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分

の１６２．５」とする。 

 第６条第３項を削り、同条第４項中「戸田市上下水道企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例第２条」を「企業給与条例第２条第３項」に、「同条」を

「同項」に改め、同項を同条第３項とし、同条に次の２項を加える。 

４ 給与条例第８条、第９条及び第９条の４の規定並びに企業給与条例第５条

及び第５条の３の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。 

５ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第１０条第２項第２号及び第１３

条第２項の規定の適用については、給与条例第１０条第２項第２号中「再任

用短時間勤務職員」とあるのは「戸田市一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例（平成１９年条例第１１号）第４条の規定により任期を定めて採用さ

れた職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）」と、給与条例第１３条第

２項中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とす

る。 

 第６条を第１０条とし、同条の前に次の１条を加える。 

第９条 第４条の規定により任期を定めて採用された職員（以下「任期付短時

間勤務職員」という。）の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、勤

務時間条例第２条第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第

１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

 第５条を第８条とし、同条の前に次の２条を加える。 

 （任期の特例） 

第６条 法第６条第２項に規定する条例で定める場合は、第３条第１項第１号

に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期され

た場合その他やむを得ない事情により同条又は第４条の規定により任期を定

めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で、第３条又は第４

条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。 

 （任期の更新） 
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第７条 任命権者は、第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

（以下「特定任期付職員」という。）又は同条第２項の規定により任期を定め

て採用された職員の任期が５年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該

職員の同意を得て、採用した日から５年を超えない範囲内において、その任

期を更新することができる。 

２ 任命権者は、第３条又は第４条の規定により任期を定めて採用された職員

の任期が３年（前条の規定による場合にあっては５年。以下この項において

同じ。）に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用

した日から３年を超えない範囲内において、その任期を更新することができ

る。 

第４条を削る。 

 第３条第１項中「任命権者は」の次に「、第２条各項の規定により」を加え、

同条を第５条とし、同条の前に次の２条を加える。 

第３条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って

従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、

職員を任期を定めて採用することができる。 

 (1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務 

 (2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務 

２ 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各

号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業

務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保する

ために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。 

 （短時間勤務職員の任期を定めた採用） 

第４条 任命権者は、短時間勤務職員（法第２条第２項に規定する短時間勤務

職員をいう。以下同じ。）を前条第１項各号に掲げる業務のいずれかに従事さ

せることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間

勤務職員を任期を定めて採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供さ

れるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提

供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維

持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務

に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、
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短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。 

３ 任命権者は、前２項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤

務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが

当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任

期を定めて採用することができる。 

 (1) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年条例第１６号。

以下「勤務時間条例」という。）第１５条第１項の規定による介護休暇の承

認 

 (2) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９

条第１項の規定による承認 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正） 

２ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年条例第１６号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第４項中「第１８条第１項」の次に「又は戸田市一般職の任期付職

員の採用等に関する条例（平成１９年条例第１１号）第４条」を加える。 

 （職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

３ 職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 戸田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第 

１１号）第４条第３項の規定により任期を定めて採用された職員 

第１４条中「（平成１９年条例第１１号）」を削り、同条の表中「第５条第

２項」を「第８条第２項」に、「第５条第３項」を「第８条第３項」に改める。 

 （戸田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

４ 戸田市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１３年条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

第２０条の見出しを「（短時間勤務職員に支給する手当の額）」に改め、同

条に次の１項を加える。 

２ 戸田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第 
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１１号）第４条の規定により任期を定めて採用された医師が業務に従事し

たときに支給する手当の額は、第７条第２号に定める額に、職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条例第２条第４項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額とする。 

  令和４年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４４号 

戸田市屋外広告物条例の一部を改正する条例 

戸田市屋外広告物条例（平成２５年条例第３９号）の一部を次のように改正

する。 

第１６条の２第１項中「、前条第３項に規定する者に」を削り、「を定期的に

点検させ」を「の点検を定期的に行わ」に改め、同条第２項中「前項」を「第

１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の点検のうち規則で定める広告物又は掲出物件に係るものについ

ては、次に掲げる者に行わせなければならない。 

(1) 県条例第２５条第１項各号に掲げる者 

(2) 埼玉県屋外広告物条例施行規則（昭和５０年埼玉県規則第５３号）第 

１５条第２項各号に掲げる者 

(3) その他前２号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として規則で定

めるもの 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和４年１２月３１日までの間における改正後の第１６条の２第２項に規

定する広告物又は掲出物件に係る点検を行う者の要件については、同項の規

定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

  令和４年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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